








(別紙２）

老人保健施設に関し法律案で定めている事項

利用手続き

ｚｑＥＰＨ昔（

注）○印の項は老人保健審凝会の、△印の項は医療審躍会の意見を聴いて定めることとしている事項

1７１－

法律案で定めていろ事項 省令、告 刀｢： で定めろ事項

対象者

･疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある毛

人又はこれに準ずる状態にある老人．

･老人医療受給対象者であること．

･治療の必要な程度（入院治療の必要はないが、

在宅での療養が困難）→省令

サービスの内容

･施設療養（看護、医学的管理下における介護、

機能訓練その他必要な医療）を行うとともに、

日常生活上の世話を行うこと．

○運営基準（施設運営の指針等）→告示

開設主体

･次の者が開設できること．

地方自治体

医療法人

社会福祉法人

゜その他の老人保健施設を開設できる者（公益法

人、日赤。厚生連、医師等）－告示

許可等

･都道府県知事の:午可が必要．

･医療法に準じ、営利目的の禁止、広告制限を行

￣

つ．

施設・設備

･次の施設を有すること。

療養室（居室）

診察室

援能訓練室

酸霊室

○その他必要な施設（食堂、浴室等）→省令

○施設の広さ等構造基準→省令

○設備の基準（リハビリ器具、エレベーター等）

→告示

スタツフ

･次の者を有すること．

医師

看護婦

介護職員

Ｏその他必要な従業者（リハビリテーションや家

庭復帰の相談指導のための職員等）→省令

Ｏそれぞれの従業者の員数→省令

管理者 ･医師が施設療養を管理する．

費用負担

･寝たきり老人等が施設を利用した場合に、定額

の施設〕房i養買を支給すること．現物扱いとし、

支払基金等を通じて支払うこと．

･施設療養賀の貫用負担は、保険者拠出金７割、

国２割、県・市町村１割．

･食貧、理髪代、日常生活品買等については、弄り

用者負担．

Ｏ施設療養貧の額→告示

○手ｌｊ用者負担についてのガイドライン→告示

利用手続き ･医療受給者証を提示して利用．

監督、取消 ･医療法に準じ、衛生規制等の観点から知事の監

督を受け、重大な違反の場合は8千可の取泊．

地域医療:十画 ･老人保健施設のベッド数は、地域医療:十画上の

既存病床とみなす扱いとしている．

△病床にみなす場合の補正→省令



対
す
る
拍
助
金
を

病
院
経
営
が
損
な
わ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
．

及
び
税
制
面
の
反
遇
等

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
．

五
年
間
で

す
る
の
で

是
非
病
院
径
営
の
安
定
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

体
か
ら
四
辺
六
体
を
施
行
す
る
と
な
る
と

引
き
上
げ

係
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

ズ
に
対
応
す
る
た
め
の

自
由
民
主
党

政
務
調
杢
会
社
会
部
会
長

て
は
な
ら
ず

病
院
経
営
は
桓
度
に
逼
迫
し
て
い
る
．

､石
護
■
貝
の
養
成
に
要
す
る
経
費
は

自
己
負
担
金
の
ほ
か
、

そ
の
た
め
に
は

老
人
保
健
法
の
改
正
が
行
わ
れ

今
回
給
与
法
の
改
正
に
よ
り

全
国
組
漁
委
員
会
国
民
生
活
局
長

診
療
報
酬
は
長
期
に
わ
た
り
実
質
的
に
は
据
え
五
か
れ

こ
の
ま
ま
で
は

看
護
好
等
養
成
所
運
営
費
に
つ
い
て

昭
和
六
十

老
人
保
健
法
に
つ
い
て

社
会
保
険
診
療
報
酬
の
改
善
に
つ
い
て

戸
井
田

％
と
な
る
．

昭
和

医
療
資
源
の
効
率
的
運
用
か
ら
現
在
の
病
院
病
床
を

十
万
床
を
増
床
す
る
計
画
と
窟
き
及
ん
で
い
る
が

更
に
週
休

人
件
費
に
直
せ
ば
四
・
八
％
の
増
と
な
り

年
十 六

こ
れ
を
医
療
費
に
換
算
す
．
れ
ぱ

更
に
拡
充
硲
保
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
．

新
設

良
心
的
か
つ
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
病
院
の
崩
壊
は
避
け
が
た
い
の
で

十
郎

昭
和
六
十

月
二
十

整
備
補
助
金

拡
大
再
生
産
受
を
導
入
し
た
診
療
報
酬
の
改
善
に
必
要
な
経
費
を
砿

日
劉
を
強
力
に
推
進
す
る
等
の
措
置
が
楢
ぜ
ら
れ
た
．

転
床
と
も
施
設
の
経
営
が
成
り
立
つ
よ
う

殿

国
家
公
務
員
の
袷
与
を
四
月

年
度
予
算
に
対
す
る
要
望

日

厚
生
省
は
老
人
保
健
施
設
を
急
増
し

年
度
予
算
に
砿
保
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

融
資
〈
地
方
債

］
「
国

部
貴
重
な
診
療
報
酬
を
も
っ
て
賄
わ
れ

医
療
機
関
は
業
務
の
性
質
上
職
員
増
を
図
ら
な
く

現
在
行
わ
れ
て
い
る
看
護
婦
等
養
成
所
運
営
に

人
件
費
ア
ッ
プ

五
五
％
の
ア
ッ
プ
を
必
要
と
す
る
。

社
団
法
人

△
宝

長

社
会
福
祉
・
医
療
事
業
団
融
資
）

」
の
間
物
価

新
設
で
は
多
額
の
費
用
を
要

日
に
さ
か
の
ぼ
り

五
五
％
と
併
せ
て
医
療

部
老
人
保
健
施
設
に
転
用

％
と
併
せ
て
人
件
費
は
七

諸
僑

日
本
病
院
会

適
正
な
施
設
療
養
費

年
間

人
件
費
は
上
昇
し

芳
夫

」
の
四
週
四

万
床健
全
な

十 ／
⑥

ｏ
／



昭和６２年１月２８日

厚生省健康政策局

局長竹中浩治殿

社団法人日本病院会

会長諸橘芳夫

人間ドック健診への売上税非課税措置についての要望

政府は、昭和６３年１月より導入するとしている売上税に関し、国民の健康と

福祉への配慮等から、医療に関する特定の項目が非課税とされたが、その中で

「学校保健法等の法律の規定に基づき実施される健康診断（診査）及び公費負担

で実施される健康診断」については、非課税とする配慮が行われています。

しかるに、健康保健組合（連合会）が、健康保険法第２３条および第３７条の

２により実施する健康診査事業を当会へ委託し、これを受けて当会が実施してい

る短期人間ドック並びに自動化健診〈日帰り健診〉が、売上税の対象とされるか

に灰田しています。

本事業は、健保組合員の受診により、疾病の早期発見、早期治療、予防指導を

実現し、国の福祉政策、医療費抑制政策に対しても大きく寄与していることは、

周知の事実であります。その点から考慮すれば、当会の受託する短期人間ドック

並びに自動化健診（日帰り健診）は、診断項目を規定し、短期人間ドックは全国

統一料金、自動化健診は規定料金にて実施しているものであり、「公費負担によ

る健康診断」に準ずるものと判断するのが至当であります。

予防医学の進歩発展を助長するため、日本病院会が健康保健組合（連合会）の

委託を受け実施している短期人間ドック並びに自動化健診〈日帰り健診）ヘの売

上税課税を非課税とされるよう強く要望します。

1７３－



昭和Ｇ２年２月２７日

厚生省健康政策局

局長竹中浩治殿

社団法人日本病院会

会長諸構芳夫

薑蔓霊裏

厚生省はこの度、医療従事者の資質の確保を図るため、「新たな医療関係

職種の寅柊制度の在り方に関する検肘会」を設■されましたが、この検肘会

の委員に病院団体の代表が参加していないのは誠に遺憾であります。

医療関係の各種検討会には必ず病院団体の代表を加えられるよう要望します。

なお、医療関係職種の寅格制度の検討に当っては、厚生省原案のほかに

１．精神科ソーシャルワーカー(1).Ｍ１）

２．臨床心理士（ＣＰ〉

３．医療情報及び病歴業務

４人工透析業務

５．細胞診業務〈病理検査領域）

Ｓ・聴力平衡機能検査業務（耳鼻科領域）

７．消毒、細菌業務（中央材料部門）

等に関係する職種についても寅格化されるよう要望します。

－１７４－



以
上
の
こ
と
は
給
食
の
外
注
（
外
部
委
託
〉
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
り
、
病
院
管
理
上
、
病
人
治
顔
上
種
々
の
困
難
が
生

ず
る
。
武
見
一
兀
日
医
会
長
も
そ
の
昔
、
給
食
は
治
療
の
一
環
で
あ
る
と
言
い
、
保
険
給
付
を
断
固
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
較
前

は
入
院
す
る
と
な
る
と
、
鍋
、
釜
、
七
袷
、
ふ
と
ん
、
身
の
廻
り
品
一
切
を
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
戦
後
、
姶
食
、

■
具
、
病
衣
も
病
院
■
が
提
供
す
る
と
な
っ
て
、
漸
く
入
院
サ
ー
ビ
ス
も
先
進
国
並
と
な
っ
た
。
家
に
い
て
も
食
宜
が
か
か
る

の
で
始
付
外
と
す
る
と
な
る
と
、
寝
具
も
病
衣
も
同
じ
理
由
で
給
付
外
に
な
ら
な
い
と
は
言
え
な
い
。
病
院
■
も
夕
食
六
時
■

■
、
沮
食
提
供
、
食
堂
設
五
に
盤
力
し
、
複
数
献
立
も
採
用
し
た
い
と
努
力
し
て
い
る
今
日
、
現
泪
で
■
く
栄
養
士
、
潤
理
師

を
始
め
、
恰
食
頂
員
の
士
気
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に
あ
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

国
民
医
療
頁
の
対
国
民
所
得
比
に
し
て
も
昭
和
六
十
一
年
度
は
六
・
五
％
で
あ
り
諸
外
国
に
比
し
相
当
に
低
い
。
特
に
国
民

所
得
に
対
す
る
租
税
プ
ラ
ス
社
会
保
障
負
担
率
は
、
昭
和
六
十
一
一
年
は
前
年
度
よ
り
三
五
・
四
％
と
十
一
一
年
ぶ
り
に
下
落
の
見

込
み
で
あ
る
。
又
、
国
民
医
療
目
の
内
で
国
庫
負
担
頑
は
数
年
前
の
一
二
十
％
よ
り
現
在
は
二
四
％
と
減
少
し
金
額
は
横
ば
い
で

あ
る
。
我
が
国
で
は
強
制
の
国
民
皆
保
険
制
の
下
に
医
掠
が
行
わ
れ
て
い
る
現
状
を
直
視
す
る
時
、
保
険
の
給
付
率
を
種
類
に

よ
っ
て
九
十
％
’
七
十
％
に
し
て
お
い
て
更
に
食
費
を
自
己
負
担
に
す
る
こ
と
は
、
屋
上
屋
を
架
す
る
こ
と
で
、
医
療
保
障
の

後
退
で
あ
る
と
断
固
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

昭
和
六
十
一
一
年
一
二
月
二
十
八
日

吉
村
仁
前
厚
生
事
務
次
官
時
代
に
医
療
費
抑
制
の
一
方
策
と
し
て
、
自
宅
に
い
て
も
食
事
代
は
か
か
る
か
ら
、
入
院
時
の
食

費
は
保
険
の
給
付
外
に
し
た
ら
ど
う
か
と
の
提
案
が
あ
っ
た
。

日
本
病
院
会
と
し
て
は
、
，
特
別
食
を
含
み
、
給
食
は
治
療
の
一
環
で
あ
る
か
ら
と
の
起
旨
で
猛
反
対
し
た
。
吉
村
氏
も
折
れ
て
、

給
食
は
給
付
内
の
扱
い
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
最
近
又
厚
生
省
の
高
官
が
姶
食
を
姶
付
外
と
す
る
よ
う
な
発
言
が
あ
っ
て
、
物
巌
を
か
も
し
て
い
る
。
入
院
患
者

に
対
し
て
は
疾
病
治
奴
の
た
め
治
療
食
を
与
え
る
必
要
が
多
い
し
、
又
特
別
な
場
合
、
検
査
食
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
。
若
し

給
食
を
姶
付
外
と
し
た
ら
患
者
は
自
由
に
飲
食
店
、
料
亭
、
自
宅
等
か
ら
食
事
を
と
り
寄
せ
る
こ
と
を
病
院
閲
は
拒
否
出
来
な

い
し
、
亜
■
、
下
追
は
誰
が
す
る
の
が
、
院
内
感
染
防
止
は
ど
う
す
る
の
か
、
同
じ
室
で
も
、
金
持
ち
だ
け
が
う
ま
い
豪
華
な

御
逸
走
を
食
べ
て
よ
ろ
し
い
の
か
。
食
事
の
介
助
は
ど
う
す
る
の
か
。
又
、
治
疲
食
、
特
別
食
だ
け
は
病
院
側
で
給
付
し
、
あ

と
は
自
由
に
給
付
外
と
す
る
な
ど
し
た
ら
混
乱
が
起
き
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
又
、
食
事
の
時
間
に
し
て
も
患
者
の
勝
手
に

な
り
か
ね
な
い
。

給
食
＃
治
療
０
一
環
で
６
５

］
『
①
Ｉ

社
団
法
人
日
本
病
院
会

会
長

諸
構
芳
夫



四病院団体連絡協議会の要望書第2５

|砺三誉悶
社団法人全日本病院協

社団法人日本医療法人

社団法人日本精神病院

社団法人□本病院騨
一、索一戸■－－、｡￣．.Ｕ＄二西｡－名｡

（五十音順）

－１７６－



「罰金宝塞＝i二ｉ去及こて〆会i茎韮竈改:毫塞５ユミ

ゴー濱，喜里、韮！

OごＩ葵Ｉ」

厚生省保腿医療局

局長仲村英一殿

昭和Ｇ１年４月２ｓ目

記

昭和６０年６月２５口公布の「栄義士法及び栄養改善法」のうち

同法九条の二、管理栄養士の必置に関する厚生大臣の指定基準作成

に当たっては、事前に四病院団体と協議されますよう要望いたしま

す。

1７７－



｢(言＝）医盟寮記垂ミヮフー苔尼をごd之工Ｅづ－ろ？去ネ聿ワフ

方fZZでうじこ一つし、弓ご」６，こ女寸マヨー弓三テ壱三｣見

厚生省健康政策局

局長竹中浩治殿

昭和Ｓ１年Ｓ月１ｓ日

標記について、去る４月２Ｓ曰とりあえず意見をまとめて提出したとこ

ろですが、本日再度四病院団体において協議したところ、次のとおり修正

意見を提出いたしますので、よろしくお取り計らい願います。

記

１．「１２都道府県医療審議会について」の（１）を次のとおり改めること

医師，歯科医師又は薬剤師としては、医師会，歯科医師会又は薬剤

師会を代表する者のほか、公・私立の病院の経営又は医療法人の運営

にたずさわっている者を加えること。

２．「Ｓ医療法人の理事長について」の（１）のなお書後段の、医師又は歯

科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合に限り

認可されるものであること。を配偶者等が理事長に就任しようとする

ような場合等に認可されるものであること。に改めること。

同じく(2)の③のただし書を削除し、新たに次の1項を追加するこ

と｡④前各号以外の場合において医師又は歯科医師でない者が理事長

に就任しようとするときは、都道府県医療審議会の意見を徴したうえ

決定されるものであること。

－１７８－



二年三屋菖三ﾗﾄﾞ兎市Ｕ己女工Ｅ宴皀三旦司芦垂ヨﾛ召禾口已

】F免帝ｕＬ二段訂マナー要三里書

1－割冒F笥菫禾免際ﾖｲ系

医療業は、業務の基本的性格から高い公共性を要請されており、また、われ １．医療機関に対する事業税の特例措置、即ち

（１）医療法人に対する事業税の軽減措置

われ医療従事者もこれを自覚し、その社会的使命の達成に努力しております。 （地方税法第７２条の２２）

（２）社会保険診療報酬にかかる事業税の非課税措置

（同法第７２条の１４及び第７２条の１７）医療の原点とも言うべき救急医療または措置医療に関しても、これに積極的

を現行どおり存続されたい。

に取組みその責務を果しているのは、民間医療機関であります。

(理由）

従来から医療機関に対する事業税の見なおし論議がありますが

（１）公的医療機関に比較し、税負担という差別を余儀なくされている私的

医療機関に、更に税負担の加重を強いることは、経営の悪化を招き、医

療事業の健全性を損ねることは明らかである。

（２）社会保険制度の制限診療の特質や、診療報酬支払基金の性格からみて

これに事業税を課することは妥当でない。

（３）収支の悪化から経営危機が叫ばれている私的医療機関の実情無視は、

その存在否定にもつながり医療の混乱が懸念されろ。

しかしながら、税制面におきましては、一般産業と比較して、その公共的側〕
『
①

面に対する配適がほとんどされてなく、また公的医療機関と比較しても、その

業務の同質性からみて著しく均衡に欠けるものがあります。

医療業の公益的側面に見合った税制の確立のため、別紙のとおり昭和６２年

度の税制改正要望事項の実現について格別のご配塵の程要望申し上げます。

記去ノーヌF兇膠ヨイ系＝．『ﾗFr7毫卜禾免､

1．非常勤医師の給与所得源泉徴収税額は所得税法第２０４条の適用を

可能にすること。

(所得税法第２０４条第１項）



(理由）

現在は、乙欄適用による高度の累進税率適用になっているため、病院の

負担は極めて高いものとなっている。必要な法令通達の改正に`より、報酬

または料金の１０％税率適用を可能にするか、少なくとも当面給与の支給

鍔額が多い方を主たる給与とするよう取り計られたい。

（所得税法第１８５条）

(理由）

病院の施設基準は患者等の収容に適応した環境条件を要求している。老

朽化した設胴については、耐用年数未満でも改善命令による更新が義務づ

けられ、国際登録ホテル等と比較しても、その耐用年数はより短縮される

べきである。

建物鉄筋コンクリート造３６年、建物附帯設備１２年等登録ホテル業等の

耐用年数と同等以下の年数に短縮されたい。

２．剰余金の配当の禁止と業務範囲が制限されている医療法人について

医療の非営利性を考厘して公益法人並の法人税率を適用すること。

（法人税法第６６条第３項）

また、特定の医療法人は非課税法人とされたい。（措置法６７条）

４．中小企業新技術体化投資促進税制（メカトロ減税）の対象機器の範

囲を拡大されたい。

(理由）

中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ減税)の対象機器の範囲を拡

大し、医療設備の近代化とその整備充実の促進をはかられるよう要望する。

(理由）

（１）医療法人は、その法人組織、運営のすべてに亘ID、民法第３４条の公

益法人のそれを準用していろ。しかも、剰余金の配当禁止と業務上附帯

業務についての制限等があり、医療事業の公益的性格と併せて、協同組

合等と比較し、その位置づけに即応した同率の２６％の税率を適用され

たい。

（２）また特定の医療法人は、その組織運営及び最終財産の帰属が、社会福

祉法人または厚生連医療機関と同一の条件にある以上、税制上も同等な

非課税法人とされたい。

」
⑭
○

５．病院、診療所等医療機関の耐火構造を有する建物、構築物及び防災

施設に対する割増償却制度を設けること。特に防災施設については、

大幅の割増償却制度を設けること。

(理由）

（１）火災による災害の多発から、消防・防災査察は一段と強化され、殊に

人体の安全、保護を至上命令とする医療施設については、建築基準法及

び医療法に規定する安全確保のための諸設備の実施、履行の徹底が期せ

られている。

（２）規定される諸設備の完全実施はもとより制度の趣旨を生かし、耐火及

び防災施設の改善、促進をはかるためにも、特例措置が必要である。

３．病院用建物および建物附帯設備について、法定耐用年数を短縮する

こと。（耐年省令別表第１）



（３）耐火迄築物等、耐火及び防災施設を取得し、事業の用に供した場合は

以後５年以内の日を含む事業年度については、普通償却限度の１００％

の割増償却を認めること。（昭和４９年３月３１日限り廃止された措置

法４８条の耐火建築物の割増償却の復活）

Ｓ‐木目'１売鳫昌阿系

（理由）

（１）現在、公的医療機関の径宮する病院、診療所において直接その用に供

する固定資産税または不動産については、固定資産税または不動産取得

税は非課税となっており、また、特定医療法人についても、その設置す

る医療関係者の養成所において、直接教育の用に供する固定資産きた辻

不動産については、固定資産税または不動産取得税は非課税とされてい

る｡（地方税法第７３条の４隻１項３号及び同法第３４８条第２項９号）

（２）殊に、特定医療法人は、特に強い公益性を義務づけられた医療法人で

あり、その要件からみて、公的医療機関と何等変わることのない取り扱

いをされてしかるべきである。

（３）税制上協同組合等に位置づけられている特定医療法人においては、協

同組合経営の病院・診療所の不動産取得税及び固定資産税は非課税とな

っておりますので、これと同楼の措置をとられるよう要望する。（地方

税法第７３条の４第１項８及び同法第３４８条第２項１１号の３）

（４）その他の医療法人についても、社会保険診療機関及び救急医療機関の

整備にからめて、全国一律に軽減措置を適用されますよう要望する。

グくり」ころワピ叉の＿吾平lｍ０

面化1重匡痙l支分卓＿窪

(理．由）

（１）現在、医療法人の出資持分の評価は純資産価額方式に加え、事業承継

税制の改正に伴い、比準すべき類似業種として「Nql25その他の産業」

の算式を適用し、算出することとなった。しかしながら、比準すべき類

似業種株価はその後急上昇し、昭和５７年に比し昭和６０年には１．８

倍に達し、不合理なものとなっている。

（２）本来、類似業種株価は市場性を前提として形成されているが、医療法

人の出資持分は、その性格上公益性と配当禁止を前提としているため類

似業種と比準することは、著しく実情に反するものである。

￣

○○
￣

ユー固天宣套ﾓﾉ酉苣禾免､二7＜亘助直言EDZT等禾免際ﾖｲ系

ｮ窪その周【こPDEするIごl壹管更



病院診療報酬改訂要望書

昭和６１年６月５０日

殿

病院診療報酬改訂要望書

国民生活の向上には健康増進なくしてあり得ず，今日わが

国の繁栄を支えている原動力は，医僚機関の日夜をわかたぬ

献身的な努力によるものである、

これらの医療機関が国民の医療ニーズを充足するには，安

んじて医療に専念出来る経営の安定が不可欠である。

昨年１２月成立した医療法の一部を改正する法律附則に，

医療機関が果している社会的役割の重要性にかんがみ，医療

機関の経営基盤の安定の必要性が謡われているにもかかわら

ず，現況は極めて不安定である。

この時にあたって，本年４月１日より実施された今次の診
療報酬改正は，

１．人件費の上昇に対応していない。

２．薬価の引下げが，班前の十分な検討が行われない雀ま

決定され，併せてそれが技術料に適切に振り替えられ

ていない。

5．医療法に基づく病院経営が安定できる入院料の引上げ

が行なわれていない｡

また，国民生活水準の向上と，医捺ニーズに対応するため

に，医推費に拡大円生産費を導入する必要があると考える。

よって，速かに診推報酬の再改正を要望するものである、

－１８２－
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昭
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す
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的
医
療
機
関
に
比
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し
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税
負
担
と
い
う
差
別
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
私
的
医
療

機
関
に
、
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負
担
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療
事
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全
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損
ね
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か
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療
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酬
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③
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と
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療
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措
置
法
．
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七
条
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現
在
は
、
乙
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適
用
に
よ
る
高
度
の
累
進
税
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適
用
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い
る
た
め
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負

担
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極
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必
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よ
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す
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が

多
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す
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よ
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取
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い
。

〈
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得
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由
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療
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療
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．
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〉
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税
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」．
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の
」
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人
の
そ
れ
を
雛
用
し
て
い
る
．
し
か
も
、
剰
余
金
の
配
当
禁
止
と
業
務
上
附
帯
粟
務
に
つ

い
て
の
制
限
が
あ
り
、
医
療
事
業
の
公
益
的
性
格
と
併
せ
て
、
協
同
組
合
等
と
比
較
し
、

そ
の
位
矼
づ
け
に
即
応
し
た

同
率
の
二
六
％
の
税
率
を
遺
用
さ
れ
た
い
．

⑭
ま
た
特
定
の
医
療
法
人
は
、
そ
の
組
繊
辺
官
及
び
吸
終
財
産
の
舟
■
が
、
社
会
福
祉
法
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医
療
機
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の
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あ
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上
、
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法
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課
税
法

人
と
さ
れ
た
い
。

（
理
由
）
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に
よ
る
災
寄
の
多
発
か
ら
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消
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・
防
災
査
察
は
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段
と
強
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さ
れ
、
殊
に
人
体

の
安
全
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す
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医
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に
つ
い
て
は
、
建
築
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医
療
法
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す
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安
全
確
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た
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諸
設
備
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実
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履
行
の
徹
底
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期
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い
る
．

②
規
定
さ
れ
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設
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の
完
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生
か
し
、
酎
火
及
び
防

災
施
設
の
改
普
、
促
進
を
は
か
る
た
め
に
も
、
特
例
措
置
が
必
要
で
あ
る
．
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．
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限
り
廃
止
さ
れ
た
措
江
法
四
八
条
の
耐

１

火
建
築
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．
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．
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．

〈
瑠
由
）

病
院
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《
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等
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収
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応
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境
条
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し
て
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化
し
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設
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に
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い
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耐
用
年
数
未
満
で
も
改
善
命
令
に
よ
る
更
新
が
義
務
づ
け
ら

れ
、
国
際
登
録
ホ
テ
ル
等
と
比
較
し
て
も
、
そ
の
耐
用
年
数
は
よ
り
短
績
さ
れ
る
べ
き
で

〈
理
由
）

中
小
企
業
新
技
術
体
化
投
資
促
進
税
制
（
メ
カ
ト
ロ
減
税
〉
の
対
象
機
器
の
範
囲
を
拡

大
し
、
医
療
設
備
の
近
代
化
と
そ
の
整
備
充
実
の
促
進
を
は
か
ら
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

あ
る
。

建
物
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
三
六
年
、
建
物
附
帯
設
備

用
年
数
と
同
零
以
下
の
年
数
に
短
縞
さ
れ
た
い
．

相
凝
税
関
係

病
院
用
建
物
お
よ
び
建
物
附
帯
設
何
に
つ
い
て

〈
耐
年
省
令
別
表
第
一
〉

』
の
①

法
定
耐
用
年
数
を
短
箔
す
る
こ
と
。

年
等
登
録
ホ
テ
ル
業
等
の
耐



四

〈
理
由
〉

①
現
在
、
公
的
医
療
機
関
の
経
営
す
る
病
院
、
診
療
所
に
お
い
て
直
接
そ
の
用
に
供
す
る

固
定
資
産
ま
た
は
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
ま
た
は
不
動
産
取
得
税
は
非
課
税

と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
特
定
医
療
法
人
に
つ
い
て
も
、
そ
の
設
置
す
る
医
療
関
係
者
の

養
成
所
に
お
い
て
、
直
接
教
育
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
ま
た
は
不
動
産
に
つ
い
て
は
、

固
定
資
産
税
ま
た
は
不
動
産
取
得
税
は
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
。
（
地
方
税
法
第
七
三
条

の
四
第
一
項
三
号
及
び
同
法
一
一
一
四
八
条
第
一
一
項
九
号
）

②
珠
に
、
特
定
医
療
法
人
は
、
特
に
強
い
公
益
性
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
医
療
法
人
で
あ
り

そ
の
要
件
か
ら
み
て
、
公
的
医
療
梱
関
と
何
等
変
わ
る
こ
と
の
な
い
取
扱
を
さ
れ
て
し
か

る
べ
き
で
あ
る
．

③
税
制
上
協
同
組
合
等
に
位
近
づ
け
ら
れ
て
い
る
特
定
医
療
法
人
に
お
い
て
は
、
協
同
組

合
経
営
の
病
院
・
診
療
所
の
不
動
産
取
得
税
及
び
固
定
資
産
税
は
非
課
税
と
な
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
こ
れ
と
同
扱
の
措
置
を
と
ら
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。
〈
地
方
税
法
第
七
三
条

の
四
第
一
項
八
及
び
同
法
第
一
一
一
四
八
条
第
二
項
一
一
号
の
一
一
一
）

④
そ
の
他
の
医
療
法
人
に
つ
い
て
も
、
社
会
保
険
診
療
機
関
及
び
粒
急
医
療
機
関
の
整
備

に
か
ら
め
て
、
全
国
一
率
に
軽
減
措
置
を
適
用
さ
れ
ま
す
よ
う
要
望
す
る
。

（
理
由
〉

①
現
在
、
医
療
法
人
の
出
資
持
分
の
評
伍
は
範
資
産
価
額
方
式
に
加
え
、
事
業
承
継
税
制

の
改
正
に
伴
い
、
比
準
す
べ
き
類
似
業
酒
と
し
て
「
恥
一
二
五
そ
の
他
の
産
業
」
の
算

式
を
適
用
し
、
算
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
．
し
か
し
な
が
ら
、
比
準
す
べ
き
類
似
業
種
株

眉
は
そ
の
後
急
上
昇
し
、
昭
和
五
七
年
に
比
し
昭
和
六
○
年
に
は
一
・
八
倍
に
達
し
、
不
合

理
な
も
の
と
ｆ
産
っ
て
い
る
．

②
本
来
、
類
似
薬
種
株
価
は
市
場
性
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
医
療
法
人
の

出
資
持
分
は
、
そ
の
性
格
上
公
益
性
と
配
当
禁
止
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
頬
似
業
種
と

比
準
す
る
こ
と
は
、
著
し
く
実
情
に
反
す
．
る
も
の
で
あ
る
。

固
定
資
産
税

医
療
法
人
が
建
言
す
る
病
院
、
診
療
所
及
び
看
護
学
校
等
パ
ラ
メ
デ
ィ
カ
ル
養
成
施
設

に
お
い
て
、
直
接
そ
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
ま
た
は
不
動
産
に
つ
い
て
固
定
資
産
税
ま

た
は
不
動
産
取
得
税
を
非
課
税
と
さ
れ
た
い
．

医
療
法
人
出
資
持
分
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
改
め
、
評
価
の
適
正
化

を
は
か
ら
れ
た
い
．

①
比
期
す
・
べ
き
類
似
業
種
区
分
を
、
現
行
の
「
駒
一
二
瓦
そ
の
他
の
産
業
」
を
改
め

新
た
に
房
療
法
人
の
区
分
を
設
け
る
こ
と
．

②
又
は
、
出
資
持
分
の
評
価
を
、
出
資
額
面
価
額
と
す
る
こ
と
．

不
動
産
取
得
税
関
係

］
の
①



昭.和６１年１２月１日

裏室 三週

ﾖﾋﾟ見毛Ｅ～禾兇詣皿訳】裂王会冒０二弐うし、‐て村互言寸

可コクフ曰二本ｇ二基２イ寸カロイ面Ｉ直赤児０二一つき～‐そ

α＞〕直」年ヨンウざＥ三蚕蕊厩蓬】イ系↓二ま-ご丞之／し六三ｺG易

一合６コニー［垂】辰豊直三ヨ壷クフ伍塞＝ビーフつぐ述鬘ｋ喪を『【EＬ

霊夢－す－る要［五と乏自ごりヨミ－す－－

医Ｅ髭葛主うよてノピヨ圖言隻女舗皇等ﾆクフ 蓬負Ｅ蘓穿圭蓬ｊ五】之

国ｕ２てノピ０二匡三ヨ意§う行二身為グつ望窪石起Ｅと弓色ｃるＥ三歪蕊

ｵ幾号号～直三雲蓮翫占～医Ｅ癌fgj三月フIゴーラl笠トー亭０二一つ

し、－て～夛厚言果秒Ｅと－す￣るよう要三塁しま

－す‐。

－１８７－



昭和Ｇ２年３月２３曰

厚生省健康政策局長

竹中浩治殿

皇昌要＝

厚生省はこの度、「新たな医療関係職種の資格制度の在り方に関する

検討会」芝設置されましたが、この検討会の委員に四病院団体の代表

が参加していないのは誠に遺憾であります。医療関係の各種検討会には

必ず四病院団体の代表を加えるよう要望します。

なお、医療関係職種の資格制度の検討に当たっては、厚生省原案の他

に、

臨床心理士

医療情報及び病歴業務

人工透析業務

細胞診業務（病理検査領域）

聴力平衡機能検査業務（耳鼻科領域）

消毒、滅菌業務（中央材料部門）

１
２
３
４
ｓ
Ｓ

等に関する職種についても資格化するよう要望します。

また、資格取得の認定に当たっては、民間病院団体の意見も反映する

よう要望します。

－１８８－



顧問・参与 昭和62年３月３１日現在

役職名
一

顧問

属 連絡先 電話所

ご＝ムーＬ冷些゛ 戸豈Ｐ

ﾅ4F22-3Ｆ声4F393

６１．７．２７没

０５５０－２－１８３７中伊豆リハビリテーションセンター顧問ｌ４１２１静岡県御殿場市二の岡１－１７－２６（自宅）〃｜東陽

名鉄病院名誉院長

（自宅）

病院システム開発研究所会長

（自宅）

佼成病院名誉院長

愛知県名古屋市西区松前町３－４５
" 南区霞町７８

東京都港区北青山２－５－８

ハザマビルジング内

〃世田谷区代田４－１０－１６

東京都練馬区中村南３－２４（自宅）

阿久津慎 0５２－５５１－６１２１

０５２－８１１－４００５

０３－４７０－６９７８

4５１

４５７

１０７

ﾉソ

左奈田幸夫"

０３－３２８－０８３０

０３－９９０－９５８９

1５５

１７６小野田敏郎"

大阪府大阪市住之江区東加賀屋1-18-18
〃 住吉区帝塚山中１－８－９

三重県津市南新町１７－２２

〃新町１－２－３６

東京都千代田区神田駿河台２－５

内藤景岳 総合病院南大阪病院院長

（自宅）

遠山病院理事長・名誉院長

（自宅）

杣日本医師会会長

０６－６８５－０２２１

０６－６７３－４１３０

０５９２－２７－６１７１

０５９２－２８－５２１０

０３－２９１－２１２１

５５９

５５８

５１４

５１４

１０１

''

遠山豪"

羽田春菟"

東京都千代田区永田町２－１－１

参議院議員会館７３３号室

東京都千代田区永田町２－１－１

参議院議員会館４０８号室

参議院議員’１００大浜方栄 ０３－５８１－３１１１

内５７３３

０３－５８１－３１１１

内５４０８

９L44-24F4-0q-3-4

HF6F8＝子3-36F6F2

６２．１．２５没

０３－２６４－３１８０

ﾊﾞｸﾞ

参議院議員１１００宮崎秀樹"

凡
”

、′ロＵ＞Ｉ、

ﾖ畠壱

渡邊進｜㈱日本病院共済会社長’１０２ 東京都千代田区三番町７－２

ヴィラロイヤル三番町２０４

埼玉県浦和市前地２－１１－８

京都府京都市下京区東中筋花屋町下ル

柳町３３５(自宅）

大分県大野郡三重町宮野3964-1
〃大分市東春日町５－３

スカイメゾンクローバー８０６０１号室

富山県富山市今泉３０－１メゾン今泉318

（自宅）

東京都新宿区戸山１－２１－１３

〃世田谷区粕谷3-15-17-204

東京都新宿区戸山１－２１－１

〃小金井市本町６－９－１４

東京都渋谷区神南２－２－１

神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘188

東京都中央区明石町１０－１

〃板橋区志村1-34-7-1004

東京都渋谷区神宮前５－８－２

"

大＆￥吾|神戸市立中央市民病,A認|謡
0４８８－８５－７６３３

"

0７５－３７１－００７８

０９７４２－２－０３５７

徳岡三郎|大分県立三重病院(雷|脚
ﾉア

0９７５－３２－７８０１

村田勇｜富山県立中央病院名誉院長１９３９"

0７６４－２２－０７３０

０３－２０３－５３２７

０３－３０９－７１８１

０３－２０２－７１８１

０４２３－８１－０６０９

０３－４６５－１１１１

０４５－３３１－２９３８

０３－５４１－５１５１

０３－９６９－７９３３

０３－４００－８３３１

参与

蕊醤j:iLi認（自宅）
1６２

１５５

１６２

１８４

１５０

２４０

１０４

１７４

１５０

ﾊﾞｸﾞ

"

''

”

田村善藏｜杣日本病院薬剤師会会長’１５０１東京都渋谷区渋谷２－１２－１５薬学会館’03-406-0485〆〃

－１８９－



役員

経営主体都道府県 所在地病院名役職名 電話

=＆|千葉県|諸…|総合病院国保旭中央病院|市蕊
旭市イの１３２６

旭市イの１８６３

東京都目黒区中目黒１－１－１７

恵比須苑２１１

南佐久郡臼田町大字臼田１９７

南佐久郡臼田町大字臼田

２，２１１－２

品川区北品川１－２３－１９

渋谷区南平台４－８
アジアマンション２０７

枚方市中宮東之町12-14

枚方市大垣内町ｌ－３－３７

秋田市中通１－４－３６

秋田市高陽青柳町１４－２

水戸市双葉台３－３

水戸市見和２－２５－１０

土浦市真鍋新町１１－７
土浦市真鍋新町３－１１

ハイツ新真鍋104号
蕨市北町２－１２－１８

東京都杉並区南荻窪１－７－１１

289-25

289-25

１５３

04796-3-8111

04796-2-0368

03-711-6604

副会長|長野県|若月俊一|厚生連佐久総合病院|厚毛毫|;鰍
0267-82-3131

0267-82-2045

Ⅱ東京都|河野稔|北品川総合病院|公益詮
１４０

１５０

03-474-0023

03-463-2455

催溌擢
５７３

５７３

０１０

010

311-41

３１０

３００

３００

３３５

１６７

0720-47-2606

072ト43-8360

0188-34-3361

0188-24-4484

0292-54-5151

0292-53-0666

0298-23-3111

0298-23-8163

0484-32-2277

03-332-0112

６２．３．３１退墹

045-421-8944

045-421-8946

0764-41-2481

0764-32-3207

0534-74-2222

0534-73-8737

052-221-1851

052-951-2420■1111照L溌蕊
２２２

２２２

９３０

９３０

４３０

４３０

４６０

４６１

横浜市港北区菊名７－１－１１

横浜市港北区菊名７－１－１１

富山市五福１１３０

富山市五福２５７６－８

浜松市住吉２－１２－１２

浜松市和合町１５４

名古屋市中区栄１－３０－１

名古屋市東区泉１－１７－３
第２オレンジビル８Ｆ－Ａ

久居市新町１０２２

津市渋見町７７０－３５

京都市伏見区京町９－５０

京都市伏見区京町９－３６

大阪市天王寺区筆ケ崎町５－５３

大阪市住吉区帝塚山中２－８－１５

大阪市城東区東中浜１－３－１７

兵庫県芦屋市三条町２３－５

尼崎市杭瀬本町２－１９－１５

伊丹市鈴原町７－４９－２

高知市桜井町２－７－３３

高知市愛宕山南町４－３７

福岡市中央区薬院４－６－９

福岡市中央区薬院４－５－９

熊本市段山本町４－３８

熊本市水前寺公園2７－１

宅
人
宅
赤
宅
人
宅
人
宅
県
宅
人
宅
会
宅

国
自
雛
自
自
雛
目
自
鮒
目
自
生
目

医
日
医
個
都
個
済

院
院
院
院
院
院
院
院

病
病
輔
病
病
蜥
病
病

中
南
耽

津
十

立
本
嚇
道
生
勵
城
釧

知
岡
生

国
岡
大
大
優
高
福
済

通
一
皎
學
彦
二
文
｜

隆
行
慶
博
義

崎
本
杉
、
道
村
藤
山
浦

本
岡
岡
二
大
北
近
菱
三

県
府
府

県
県
県
県

重
都
阪
〃
庫
知
岡
本

三
京
大

兵
高
福
熊

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

、
４
２
２
３
８
６
９
０
４
０
０
０
０
０
２

４
１
１
１
４
５
３
５
６
６
８
８
１
１
６
６

皿
５
６
６
５
５
５
６
６
６
７
７
８
８
８
８

O5925-5-312C

O592-25二4030

075-611-1114

075-612-1313

06-771-5131

06-671-2306

06-961-1110

0797-34-0126

06-488-1851

0727-81-1785

0888-82-1211

0888-75-4220

092-531-7031

092-531-577E

O963-54-9162

0963-84-0192

－１９０－



理事

都道府県 二主体役職名 病院名 所在地 電話

理](;l隣太iWiIliHjHjHI1U篭
旭川市曙１条１丁目

旭川市神居４条４丁目

盛岡市本町通１－１－１

盛岡市天神町13-2O

山形市七日町１－３－２６

山形市あこや町２－１４－１

０
０
０
０
０
０

７
７
２
２
９
９

０
０
０
０
９
９

|:ﾘﾆ柵：

|■i識

｡福１１県'1:iinll繋Ｉ蟇
いわき市常磐上場長谷町上ノ台２

いわき市常磐湯本町栄田７１

白河市横町１１４

白河市昭和町２４９－３

会津若松市一箕町大字鶴賀字

船ケ森東１８１－l

会津若松市日新町６－１７

聿鵜需圭委奇肥4丁'７
第６チサンマンション308号

比企郡小川町小ｊＩｌ１５２５

東村山市大字高坂１３９１－１

干葉市長洲２－２１－８

干葉市長洲２－２１－１６

中央区明石町１０－１

中央区明石町８－３１

葛飾区金町３－４－５

干葉県松戸市中矢切４８８－２８

情瀬市旭が丘１－２６１

練馬区東大泉３－．３８－１O

千代田区内幸町１－３－２

目黒区上目黒３－３１－５

秦野市桜町１－４－５

藤沢市辻堂東海岸４－１４－４

横浜市神奈川区入江２－１ト１

横浜市中区石川町２－７８

富山市今泉２９２

富山市高屋敷８５５－４

河北郡高松町宇内高松ヤー３６

金沢市小立野２－１４－２３

甲府市中央１－１２－６

甲府市中央１－１２－６

駒ケ根市赤穂３２３O

駒ケ根市赤穂４１４５

岐阜市野一色４－６－１

岐阜市光明町３－３－２

９７２

９７２

９６１

９６１

９６５

宅
会
宅
赤
宅
人
宅
人
宅
人
宅
人
宅
人
宅
赤
宅
人
宅
村
宅

自
生
目
自
雛
自
雛
目
雛
自
雛
自
雛
自
目
雛
自
町
自

済
日
医
公
医
医
医
日
医
市

１
１
淵
１
１
刮
阿
１
１
園
刊
１
Ｊ
開
１
１
目
Ⅷ
１
Ｊ
岡
１
１
園
刊
Ｉ
引
例
１
１
園
１
１
固
刎
ｌ

爺
病
病
病

邦
字
病
際
科
病
病
輔
舗
僻

』
汁
戸
加
州
本
比
肺
噸
蚫

谷
十
総
則

枳
川
路
山

栃
小
柏
聖
高
織
日
秦
大
富
■

柏
長
英
城
螢
慶
雄
也
肇
一
一

重
正
永
正
邦
節
礼

崎
坂
戸
野
山
本
瀬
野
田

宮
井
柏
牧
高
織
深
崖
小
石

県
県
県
都

県
県

木
玉
葉
京
〃
〃
〃
割
〃
山
。

栃
埼
千
東

神
富

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

９６５

３２０

320

355-03

３５５

２８０

２８０

１０４

１０４

１２５

２７１

２０４

１７７

１００

１５３

２５７

２５１

２２１

231

930-11

930-11

92伜1２

９２０

４００

400

399-41

39伜4１

５００

５００

都道府県

自宅

医療法人

自宅

市町村

自宅

都道府県

自宅

道下忠蔵 石川県立高松病院〃｜石川県

許山陸 許山胃腸病院〃｜山梨県

昭和伊南総合病院小口源一郎”｜長野県

岐阜県立岐阜病院高橋善彌太〃｜岐阜県

岐阜市一番町１

岐阜市一番町l

静岡市北安東４－２７－１

静岡市緑町８－４

個人

自宅

都道府県

自宅

藤掛第一病院藤掛敏 ５００

５００

４２０

４２０

ﾊﾞｸ ”

静岡県立総合病院好秋馬〃｜静岡県

－１９１－



経営主体都道府県 病院名 所在地役職名 電話

村
宅
人
宅
人
宅
会
宅
人
宅
人
宅
村
宅

町
自
離
自
雛
自
生
自
雛
自
雛
自
町
自

市
医
医
済
医
医
市

院
院
院
院
院
部
院

病
病
病
献
病
鉢
脈

生
会
合
舛
納
蹴
肺

陶
柵
総
融
加
入
立

立
合
本
陥
合
難
所

公
総
山
大
総
医
神

守
研
郎
忠
美
勝
郎

獣
正
繁
三

田
藤
保
島
納
後
東

寺
伊
安
豊
加
中
安

県
県
府

県

知
〃
重
阪
〃
〃
庫

愛
三
大

兵

事

〃
〃
〃
〃
〃
〃

理

瀬戸市西追分町１６０

瀬戸市南山町３－３８

－宮市桜１－９－９

－宮市東島町２－４０

桑名市寿町３－１１

桑名市船馬町１１

大阪市北区芝田２－１０－３９

吹田市古江台１－２０－１０

大阪市大淀区天神橋７－５－２６

西宮市霞町４－１７

大阪市北区兎我野町４－１２
ニューナショナルビル５Ｆ

西宮市愛宕山１５－４２

神戸市長田区一番町２－４

神戸市東灘区本山北町
４－７－５９－１３０６

神戸市東灘区本山中町4-1-8

神戸市東灘区岡本６－１－２６

加古川市尾上町長田５２５

加古川市尾上町池田７６９－１

御所市大字池の内１０６４

御所市大字柏原１６０４

和歌山市友田町２－２８

和歌山市新内２１７

和歌山市塩屋６－２－７０

海南市日方１１８８

岡山市大元１－１－５

岡山市厚生町１－１２－１８

山口市八幡馬場５３－１

山口市後河原３３

高知市新本町２－１３－５１

高知市薊野２０１８

高知市入明町１－５

高知市大111筋２－７－３

福岡市南区大楠３－１－１

福岡市南区筑紫丘2-18-26

長崎市寵町７－１８

長崎市平野町２１－９

西茨城郡友部町鯉渕６５２８

水戸市河和田東原１４９－１

横須賀市追浜町３－７

横須賀市追浜町３－７

長浜市宮前町１４－７

長浜市八幡東町大字下牛丸５４O

新宿区西落合１－２７－１０

豊島区駒込１－１３－１６

９
９
１
１
１
１
０
５
１
２
０
２
３
８

８
８
９
９
１
１
３
６
３
６
３
６
５
５

４
４
４
４
５
５
５
５
５
６
５
６
６
６

0561-82-5101

0561-8Ｂ7031

0586-72-1211

0586-73-6110

0594-22-1211

0594-22-5897

06-372-0333

06-872-0810

06-351-5381

0798-36-6000

06-31岳0576

0798-7＄7278

078-576-5251

078-452-7963

６２．３３１退職

O78-451-1221

078-431-1088

0794-23-2123

0794-23-5619

07456-2-2058

0745ヶ2-2765

0734-31-0351

0734-22-5138

0734-44-1600

07348-2-8035

0862-41-6888

0862-23-0034

0839-23-0111

0839-22-0270

0888-22-1201

0888-45-7284

0888-22-5155

0888-25-2626

092-521-1211

092-541-4401

0958-21-1214

0958-441984

02967-7-1121

0292-52-6865

0468-65－3133

0468-65-3133

07496-3-2111

07496-2-2224

03-951-9116

03-945-6068

臥
醜
臥
畦
臥
臨
臥
醜
勘
舵
人
舵
赤
埖
赤
臨
臥
醜
赤
舵
馴
鎧
鵬
臨
臥
暁
赤
酩
人
醗

療
療
療
療
療

療
会
道
療

医
医
医
医
医
個
日
日
医
日
社
法
都
医
日
個

院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院

病
病
帳
病
蜥
鑪
帝
輔
病
輔
病
蜥
病
字
病 病

地
鴻
村
剛
も
鞭
汁
村
墹
》
》
梅
赤
井

ま
十

り
津

歌
お
舗
知

》
浜

宮
は
秋
中
和
お
総
高
岡
福
十
茨
鳥
長
河

男
次
溢
生
苗
久
一
彬
雄
郎
治
潔
次
晃
博

章
巨

知
素
了
香
泰
正

一
登
光
松

地
尾
村
藤
本
冨
崎
村
塚
永
川
山
津
井

宮
荒
南
中
遠
山
吉
長
岡
鍬
岩
戸
青
財
河

県
県
県
県
県

県
県
県
県
県
都

〃
〃
良
珈
〃
山
口
知
〃
岡
崎
城
劇
賀
京

奈
和
岡
山
高

福
長
茨
神
滋
東

事
会
長
会
長

〃
韻
熊
議

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

摩
ユ
代
議
代
副

８
８
５
５
皿
皿
０
０
１
２
０
０
３
３
０
０
０
０
５
５
０
２
Ⅳ
似
７
７
６
６
１
０

５
５
７
７
」
伜
４
４
４
４
０
０
５
５
８
８
８
８
１
１
５
５
ザ
ル
３
３
２
２
６
７

６
６
６
６
岡
田
６
６
６
６
７
７
７
７
７
７
７
７
８
８
８
８
釦
別
２
２
５
５
１
１

－１９２－



代議員

没職名． 都道府県 経営主体病院名 所在地 電話

員議
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

道
県
県
県
県
県
県
県

県
県
県
県

都
県

海
〃
森
〃
手
〃
城
〃
田
〃
形
〃
島
”
城
〃
”
木
”
馬
”
玉
”
葉
〃
〃
京
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
”
〃
菊

北
青
岩
宮
秋
山
福
茨

栃
群
埼
千

東
神

戸
田
武
村
光
山
野
寺
嵐
戸
橋
田
宿
辺
宅
沢
藤
藤
崎
木
上
藤
橋
田
瀬
村
川
村
藤
井
桁
井
地
沢
森

野
十

野
嘉
野
末
中
倉
遠
丹
小
五
瀬
高
篠
本
渡
三
林
会
斎
佐
長
山
高
井
斉
一
一
一
早
川
河
中
野
項
平
井
河
金
前
藤

也
潔
政
雄
宏
知
男
郎
卓
士
一
男
尚
光
夫
樹
孝
郎
明
洋
学
夫
一
弘
稔
敏
臣
太
一
一
一
朗
司
英
正
博
夫
彦
平

喜
次

与

達
保
登
美
三
淳
泰
浩
昭
正
和
茂
達
文

紹
寿

正
貞
一
三
益
祐
直
孝
嘉
伯
一 ilj

浦河郡浦河町東町ちのみ1-2-1

札幌市白石区平和通3死５－３
十和田市西12番町１４－８

五所川原市字一ツ谷160

北上市花園町１－６－８

盛岡市下ノ橋町６－１４

仙台市清水小路３－１

仙台市長町２－４－１８

大曲市通町１－３O

秋田市南通みその町３－１５

長井市宮378

山形市桜町２－６８

伊達郡国見町大字塚野昌耒木ｕ
福島市北町１－４０

西茨城郡岩瀬町大字鍬田604

水戸市宮町３－２－７

東茨城郡大洗町大貫町915

大田原市住吉町２－７－３

河内郡南河内町大字薬師壷,,_，
前橋市朝日町３－２１－３６

高崎市上佐野町786-7

深谷市大字上野台856-1

上福岡市上福岡１－１４－７

千葉市椿森４－１－２

習志野市津田沼５－５－２５

茂原市町保３番地

品川区東大井５－８－１２

大田区南蒲田2-19--2

千代田区九段南２－１－３９

葛飾区東金町４－２－１０

葛飾区東金町１－３５－８

品川区東大井６－３－－２２

清瀬市竹丘３－３－３３

新宿区西落合１－２７－１０

北区中里１－５－６

杉並区阿佐ケ谷南2-14-3

111崎市川崎区新川通1２－１

７
２
４
７
４
０
０
２
４
０
３
０
Ⅳ
０
９
０
１
４
９
１
０
６
６
０
５
７
０
４
２
５
５
０
４
１
４
６
０

５
６
３
３
２
２
８
８
１
１
９
９
臥
６
０
１
１
２
２
７
７
６
５
６
７
９
４
４
０
２
２
４
０
６
１
６
１

０
０
０
０
０
０
９
９
０
０
９
９
肥
９
３
３
３
３
３
３
３
３
３
２
２
２
１
１
１
１
１
１
２
１
１
１
２

01462-2-5111

011-861-8171

01762-3-5121

0173-34-3315

0197-64-7722

0196-51-2111

0222-66-7111

0222-48-0161

01876-3-2111

0188-33-1122

02388-4-2161

0236-22-1711

024585-2121

0245-22-9156

02967-5-3171

0292-31-2371

02926-7-2191

02872-3-1122

0285-44-2111

0272-24-4585

0273-47-1177

0485-71-1511

0492-62-3131

0472-51-5311

0474-54-1511

0475-25-1131

03-474-2701

03-738-8221

03-262-9191

０３６０７－０００７

03-600-9001

03-764-0511

0424-93-6111

03-951-9116

０３８２１６４３３

03-314-5429

044-233-5521

61.12.1退職

0427-54-2222

044-222-2111

02506-2-2780

0258-35-3700

025267-1251

相模原市淵野辺３－２－８

１１１崎市川崎区新川通ｌ－１５

北蒲原郡水原町岡山町13-23

長岡市福住２－１－５

新潟市西有明町１－２７

章
郎
郎
平
卓

一栄
一
宏

淵野辺病院

総合新川橋病院

水原郷病院

厚生連中央綜合病院

信楽園病院

医療法人

医療法人

市町村

厚生連

社会福祉
法人

士
内
寺
亀
青

屋
海
田
山
池

２２９

２１０

９５９

９４０

９５０

’ノ

ノク

新潟県

"

ノノ

〃
〃
〃
〃
〃

－１９３－



経営主体都道府県 電話所在地病院名役職名

富山市西長江22O

高岡市西海老坂字大坪362

金沢市南新保町ヌ153

能美郡辰口町字下開発ル１１－１

福井市月見２－４－l

福井市中央２－８－６

大月市大月町花咲1225

甲府市若松町４－７

長野市大字若里1512-1

松本市城西１－５－１６

岐阜市岩倉町３－３６

美濃加茂市古井町下古井2565

静岡市追手町10-93

浜松市富塚町328

田方郡伊豆長岡町長岡1129

半田市東洋町２－２９

名古屋市昭和区妙見町２－９

名古屋市中川区松年町４－６６

豊田市小坂町７－８０

瀬戸市南山町１－５３

桑名市大字北別所435

津市乙部５－３

長浜市宮前町1４－７

大津市坂本本町660

京都市下京区四条堀川下ル

京都市伏見区石田森南町２８－１

高槻市阿武野１－１－１

大阪市大正区泉尾４－１３－２０

和泉市肥子町１－１０－１７

大阪市旭区新森４－１３－１７

大阪市旭区清水３－２８－１７

伊丹市昆陽池１－１００

姫路市龍野町５－３０－１

姫路市本町１５

神戸市西区北山台３－１－１

奈良市杉ケ町２４

奈良市船橋町８

和歌山市小松原通り４－１

富山県立中央病院

万葉病院

石川県立中央病院

辰口芳珠記念病院

福井赤十字病院

福井県済生会病院

大月市立中央病院

小野病院

長野赤十字病院

城西病院

岐阜赤十字病院

木澤病院

静岡市立静岡病院

県西部浜松医療センター

順天堂伊豆長岡病院

半田市立半田病院

名古屋第二赤十字病院

名古屋披済会病院

三九朗病院

青山病院

桑名市民病院

柳瀬病院

長浜赤十字病院

琵琶湖病院

京都四条病院

武田病院

総合病院高槻赤十字病院

大阪府済生会泉尾病院

府中病院

中野小児病院

牧病院

｢市立伊丹病院

姫路赤十字病院

城南多胡病院

廣野高原病院

済生会奈良病院

沢丼病院

和歌山赤十字病院

都道府県

医療法人

都道府県

医療法人

日赤

済生会

市町村

医療法人

日赤

医療法人

日赤

医療法人

市町村

市町村

学校法人

市町村

日赤

公益法人

医療法人

医療法人

市町村

個人

日赤

医療法人

医療法人

医療法人

日赤

済生会

医療法人

医療法人

医療法人

市町村

日赤

医療法人

医療法人

済生会

公益法人

日赤

O764-24-1531

0766-24-2163

0762-37-8211

0761-51-5551

0776-36-3630

0776-23-1111

05542-2-1251

0552-33-4174

0262-26-4131

0263-33-6400

0582-31-2266

05742-5-2181

0542-53-3125

0534-53-7111

05594-8-3111

0569-22-9881

052-832-1121

052-652-7711

0565-32-0282

0561-82-1118

0594-22-7111

0592-27-5585

07496-3-2111

0775-78-2023

075-361-5471

075-572-6331

0726-96-0571

06-552-0091

0725-41-1646

06-952-4771

06-953-0120

0727-77-3773

0792-94-2251

0792-25-2211

078-994-1155

0742-22-6881

0742-23-3086

0734-22-4171

0984-2剤一3］８I

６１．１１．２９没

0734-23-2300

９３０

933

920-02

923-12

９１０

９１０

４０１

４００

３８０

３９０

５０２

５０５

４２０

４３２

４１０

４７５

４６６

４５４

４７１

４８９

５１１

５１４

５２６

５２０

６００

６０１－１３

５６９

５５１

５９４

５３５

５３５

６６４

６７０

６７０

673-02

６３０

６３０

６４０

９３０

933

920-02

923-12

９１０

９１０

４０１

４００

３８０

３９０

５０２

５０５

４２０

４３２

４１０

４７５

４６６

４５４

４７１

４８９

５１１

５１４

５２６

５２０

６００

６０１－１３

５６９

５５１

５９４

５３５

５３５

６６４

６７０

６７０

673-02

６３０

６３０

６４０

崎
岸
登
丼
野
沢
田
野
木
戸
澤
村
尾
池
田
永
田
藤
山
木
瀬
津
藤
野

木
々

吉
川
能
仲
向
藤
安
小
青
関
井
木
野
村
菊
吉
一
邑
太
加
青
佐
柳
財
加
中

県
県
県
県
県
県
県
県

県
県
府

山
〃
川
〃
丼
〃
梨
〃
野
〃
阜
〃
岡
〃
〃
知
〃
〃
〃
〃
重
〃
賀
〃
都

富
石
福
山
長
岐
静
愛

三
滋
京
■員議
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

代 予
郎
佐
雄
栄
清
宏
蔵
猛
守
彦
彰
平
誠
徳
夫
一
一
次
健
夫
一
一
範
晃
明
進
男
朗
惇
繁
光
孝
一
男
祐
吉
雄
一
夫
』

信
正
良

豊
昭
貞
孝
健
元
鍵
敬
恒

隆
辰

博
安
欣
康
楢
俊
道
陽
暢
山『

田
置
田
口
野
村
田
胡
田
米
井
川

武
日
武
岸
中
牧
木
岡
多
安
久
沢
前

ノァ

大阪府

"

"

”

（′

兵庫県

"

〃

”

奈良県

"

和歌山県

"

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

月山和男１月山病院｜個人’６４０１和歌山市小松原通り１－３"
ﾉア
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都道府県 経営主体:職名 病院名 所在地 電話

員議
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

Ｌ
己 ,鳥取県

"

島根県

"

岡山県

"

"

広島県

”

山口県

"

徳島県

"

香）|｜県

岩
野
杉
赤
秋
木
滝
岩
田
伊
村
松
中
妹

宮緑

島鉄之助

浦純官

水一郎

本若二

田恵三

沢千之助

森茂

阪正利

藤穆

田寿太郎

森茂

西修

尾利夫

辨》擁》”》蝿砺辨祇》率》》
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院

辨崇》痒冊》》『》冊》『蔬淨
鳥
野
島
永
総
新
水
広
福
小
村
小
中
高

`鳥取市江津730

倉吉市瀬崎町2714-1

出雲市今市町116

仁多郡横田町大字横田1063-1

岡山市丸の内１－６－２O

新見市新見827-1

倉敷市神田２－３－３３

広島市安佐北区可部町杏売蝉
広島市西区都町４２－７

小野田市大字東高泊1863-1

防府市三田尻１－１－２４

小松島市中田町字新開２８－１

徳島市中通町１－２９

高松市天神前４－１８

６８０

６８２

693

699-18

７００

７１８

712

731-02

７３３

７５６

７４７

７７３

７７０

７６０

0857-26-2271

08582-2-6231

0853-22-5111

08545-2-0250

0862-22-8811

08677-2-2110

0864-44-5333

08266-5-5211

082-292-3171

08368-3-2355

0835-22-2310

08853-2-2555

0886-26-3822

0878-61-3261

６１．４．３０退職

O8774-6-1011

0899-24-1111

0899-43-1151

0888-22-6111

0888-22-7660

092-721-0831

0942-35-3322

0940-42-0145

0952-24-2171

0952-24-5325

0958-26-4231

0958-71-1515

0963-84-2111

0963-54-0055

0975-32-5141

0975-32-6181

0985-24-4181

0982-21-6381

0992-24-2101

0988-53-3134

原
屋
田
本
中
働
手
木
口
口
田
井
金
中
縣
村
松
木
任
嘉

々

藤
士
宮
山
田
兵
丼
佐
井
山
藤
福
松
田
小
岡
本
黒
時
比

和
敏
熈
芳
正
夫
郎
進
潔
之
利
順
暢
夫
昇
雄
一
建
孝
責

之
憲
定
信
彰
稔
貞
一
勇
弾
長
秀
民
幹
研
純

》“》冊關》》鍋》》崎》“》》”辨蝿祢岼
院
院
院
院
院
院
院
院
館
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院

蜥
需
病
賄
湘
病
病
舵
病
脈
病
病
病
病
病
病
病

》》峠》四ｍ干啼》艫》》寺病》拝》帝啼拝
総
総
松
高
田
浜
聖
福
佐
至
日
長
熊
田
大
大
宮
黒
鹿
沖

坂出市室町３－５－２８

松山市文京町１

松山市大手町２－６－５

高知市丸ノ内１－７－４５

高知市上町３－２－６

福岡市中央区舞鶴３－５－２７

久留米市津福本町422

宗像郡福間町231O

佐賀市水ケ江１－１２－９

佐賀市田代２－７－２４

長崎市茂里町３－１５

長崎市深堀町１－１１－５４

熊本市長嶺町2255-209

熊本市新市街７－１７

大分市高砂町２－３７

大分市千代町３－２－３７

宮崎市北高松町５－３O

延岡市祇園町２－３－１０

鹿児島市加治屋町20-17

那覇市古波蔵113

２
０
０
０
０
０
０
釦
０
０
２
１
２
０
０
０
０
２
２
０

６
９
９
８
８
１
３
Ｌ
４
４
５
５
６
６
７
７
８
８
９
０

７
７
７
７
７
８
８
別
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
９

県
県
県

県
県
県
県
県
県
県

〃
媛
〃
知
〃
岡
〃
〃
賀
〃
崎
〃
本
〃
分
〃
崎
〃
鵬
縄

愛
高
福

佐
長
熊
大
宮
鹿
沖

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

－１９５－



委員会

委員会名

医療制度委員会

病院名 電話

０２９２－５４－５１５１

０４５－６６２－４７２１

委員長

副委員長

丹野清喜

小西宏

水戸済生会総合病院

済生会神奈川県支部

病院管理運営委員会

銃計調査部会

病院情報センター

医療事務対策部会

防災対策部会

部会長

委員長

部会長

部会長

副部会長

部会長

副部会長

委員長

副委員長

委貝長

副委員長

委員長

副委員長

委員長

副委員長

委員長

副委員長

副委員長

委員長

副委員長

委員長

副委員長

委員長

副委員長

委員長

副委員長

委員長

副委員長

委員長

副委員長

委員・長

副委員長

委員長

副委員長

大 道學

宅浩之

山博文

山義雄

原知次郎

藤慶二

納繁美

山耕作

津晃

浦義一

大道病院

関東逓信病院

福岡城南病院

岡山病院

小原病院

高知県立中央病院

総合加納病院

聖隷浜松病院

長浜赤十字病院

済生会熊本病院

０６－９６２－９６２１

０３－４４８－６５３７

０９２－５３１－７０３１

０５２－２２１－１８５１

０７８－５２１－１２２２

０８８８－８２－１２１１

０６－３５１－５３８１

０５３４－７４－２２２２

０７４９６－３－２１１１

０９６３－５４－９１６３
菱
岡
小
近
加
中
財

労務福利用度部会

袷食委員会

勤務医対策委員会

教育委員会

通信教育委員会

臨床予防医学委員会

内
辺
橋
村
杉
木
間
村
内
本
屋
野
國
藤
崎
山
能
口
谷
道
能
野

本
伊

登
渡
高
竹
二
鈴
藤
北
竹
岡
士
牧
紀
伊
南
岡
中
西
岸
池
大
西
牧
平

土浦協同病院

国立水戸病院

杏林大学医学部

真
晃
旗
喬
皎
明
行
彦
也
一
章
城
一
一
一
研
溢
通
作
郎
繁
亘
學
郎
孝
彌

政
豊
弘
行
正
隆
永
献

耕
正

正
安
一

０２９８－２３－３１１１

０２９２－３１－５２１１

０４２２－４７－５５１１

０７２５－５６－１２２０

０６－７７１－５１３１

０３－２６３－１３７１

０４８５－２２－０６００

０６－４８８－１８５１

０２４６－４３－４１７５

０７５－６１１－１１１４

０４２７－５４－２２２２

０３－５４１－５１５１

０２９８－５３－２１１１

０５８６－７２－１２１１

０７４５６－２－２０５８

０５９２５－５－３１２０

０５３４－７４－２２２２

０７６４－４１－２４８１

０７２５－４１－１６４６

０４８４－３２－２２７７

０６－９６２－９６２１

０７６４－４１－２４８１

０６－９５３－０１２０

０４５－４２１－８９４４

牽碆匿篝袰夛髪罎
大阪赤十字病院

東京警察病院

藤間病院

優生病院

いわき市立常磐病院

岡本病院

渕野辺病院

聖路加国際病院

筑波大学

総合大雄会病院

秋津鴻池病院

国立津病院

聖隷浜松病院

西能病院

府中病院

蕨市立病院

大道病院

西能病院

牧病院

港北耳鼻咽喉科病院

社会保険老人保健委員会

医療経済委員会

国際委員会

組織委員会

学術委員会

広報委員会

諸規程検討委員会

中小病院対策委員会

財務経理担当

担当副会長

委員長

委員長

担当副会長

各年度

担当理事

担当委員長

担当理事

代表委員

副代表委員

代表委員

国際モダンホスピタルショウ

研修委員会

企画委員会

学会

日本病院学会

日本人間ドック学会

日本診療録管理学会

無料職業紹介事業

病院診療報酬適正化推進会議

椎進委員会

四病院団体連絡協議会

稔
真
之
夫
長
皎
旗
英
夫
藏
夫

北品川総合病院

土浦協同病院

関東逓信病院

秋田赤十字病院

浩
吉

政
正
芳
源
芳

〈云
野
内
宅
本
杉
橋
戸
橋
澤
橋

本
河
登
三
竹
学
一
一
高
柏
諸
有
諸

０３－４７４－００２３

０２９８－２３－３１１１

０３－４４８－６５３７

０１８８－３４－６５３７

大阪赤十字病院

杏林大学医学部

柏戸病院

国保旭中央病院

有澤総合病院

国保旭中央病院

Ｏ６－７７１－５１３１

０４２２－４７－５５１１

０４７２－２３－８３６６

０４７９６－３－８１１１

０７２０－４７－２６０６

０４７９６－３－８１１１

－１９６－



(皇繍鰯鰡）各種委員会委員名簿
(順不同）

1．医療制度委員会（担当副会長若月俊一）

丹野清喜委員長水戸済生会総合病院

小西宏副委員長済生会神奈川県支部

左奈田幸夫委員病院システム開発研究所

井上昌彦委員（前北里大学）

原俊夫委員（公立昭和病院）

星源之助委員総合会津中央病院

牧野永城委員聖路加国際病院

伊賀六－委員東京都済生会中央病院

大森文子委員仙曰本看護協会

荒井蝶子委員聖路加看護大学

茨城県

神奈川県

東京都

東京都

東京都

福島県

東京都

東京都

東京都

東京都

0292-54-5151

045-662-4721

03-470-6978

0466摺望｝
0593-51-0493

（自宅）

0242-25-1515

03-541-5151

03-451-8211

03-400-8331

03-543-6391

2．病院管理運営委員会

１）統計調査部会（担当副会長河野稔）

大道學部会長大道病院

伊藤研委員総合大雄会病院

中後勝委員高槻病院

中野進委員京都四条病院

宮崎柏委員済生会宇都宮病院

三宅浩之委員関東逓信病院

関田康慶委貝東北大学医学部

田中博委員東京大学医学部

梅里良正委員日本大学医学部

飯田信吾委員謹壜'匿騨ﾝター

大
愛
大
京
栃
東
宮
東
東
東

府
県
府
府
県
都
県
都
都
都

阪
知
阪
都
木
京
城
京
京
京

06-961-1110

0586-72-1211

06-315-0576

075-361-5471

0286-34-2151

03-448-6537

022-274-1111

03-812-2111

03-972-8111

03-474-1351

河野稔）

福岡城南病院

藤森病院

白河厚生総合病院

東海大学付属病院

２）医療事故対策部会（担当副会長

・菱山博文部会長

藤森暢路委員

遠藤良一委員

前田マスヨ委員

福岡県

兵庫県

福島県

神奈川県

092-531-7031

0792-24-1357

0248-22-2211

0463-93-1121

－１９７－



若月俊一）

岡山病院

小原病院

聖路加国際病院

自治歯科大学

岡山病院

牧田総合病院

(担当副会長

部会長

副部会長

委員

委員

委員

委員

3）防災対策部会

岡山義雄

小原知次郎

上林三郎

倉持一雄

岸上香

渕沢みさえ

愛
兵
東
栃
愛
東

知
庫
京
木
知

県
県
都
県
県
都

052-221-1851

078-521-1222

03-541-5151

0285-44-2111

052-221-1851

03-762-4671泉

４）労務・福利厚生・用度部会（担当副会長若月俊一）

近藤慶二部会長高知県立中央病院

加納繁美副部会長総合加納病院

中野進委員京都四条病院

本宿尚委員公立藤田総合病院

星源之助委員総合会津中央病院

梅津勝男委員曰比谷病院

緒方廣市委員武蔵野赤十字病院

大塚暢委員聖隷福祉事業団

知
阪
都
島
島
京
京
岡

高
大
京
福
福
東
東
静

県
府
府
県
県
都
都
県

0888-82-1211

06-351-5381

075-361-5471

024585-2121

0242-25-1515

03-502-7231

0422-32-3111

0534-73-2150

竹本吉夫）

聖隷浜松病院

長浜赤十字病院

篠ノ井病院

中村病院

国立病院医療センター

聖路加国際病院

東京衛生病院

吉祥病院

3．絵食委員会（担当副会長

中山耕作委員長

財津晃副委員長

新村明委員

中村了生委員

山本辰芳委員

字井美代子委員

米山貞治委員

吉野節子委員

静岡県

滋賀県

長野県

和歌山県

東京都

東京都

東京都

京都府

0534-74-2222

07496-3-2111

0262-92-2261

0734-31-0351

03-202-7181

03-541-5151

03-392-6151

075-672-1331

－１９８－



4．勤務医対策委員会（担当副会長有澤源蔵）

三浦義一委員長済生会熊本病院

安東三郎委員神戸市立西市民病院

石井昭郎委員相模原協同病院

鍬塚登喜郎委員福岡赤十字病院

笹森典雄委員牧田総合病院

岡本重禮委員聖路加国際病院

熊本県

兵庫県

神奈川県

福岡県

東京都

東京都

0963-54-9163

078-576-5251

0427-72-4291

092-521-1211

03-762-4671

03-541-5151

5．教育委員会（担当副会長

登内真委員長

渡辺晃副委員長

太田元次委員

川北祐幸委員

三宅浩之委員

三宅史郎委員

米田啓二委員

益田啓作委員

内田卿子委員

松林恵子委員

竹本吉夫）

土浦協同病院

国立水戸病院

名古屋市抜済会病院

順天堂医院

関東逓信病院

曰本大学医学部

全国自治体病院協議会

横浜赤十字病院

聖路加国際病院

㈱日本看護協会

茨城県

茨城県

愛知県

東京都

東京都

東京都

東京都

神奈川県

東京都

東京都

0298-23-3111

0292-31-5211

052-652-7711

03-813-3111

03-448-6537

03-972-8111

03-261-8555

045-622-0101

03-541-5151

03-400-8331

6．通信教育委員会（担当副会長竹本吉夫）

高橋政頑委員長杏林大学医学部

竹本喬副委員長大阪府立母子保健
総合医療センター

犬塚貞光委員福岡大学病院

小出鈴三委員国立西香川病院

一条勝夫委員自治医科大学

栗田静枝委員（元聖路加国際病院）

酒井隆子委員国立大阪病院

大町文子委員（元日本バプテスト病院）

笠井良一委員（元日本バプテスト病院）

京
阪
岡
川
木
京
阪
都
都

東
大
福
香
栃
東
大
京
京

都
府
県
県
県
都
府
府
府

0422-47-5511

0725-56-1220

092-801-1011

08757-2-5121

02854-4-2111

03-402-5613
（自宅）

06-942-1331

075-701-8016
（自宅）

075-451-7035
（自宅）

－１９９－



７．臨床予防医学委員会（担当副会長

二本杉皎委員長

鈴木豊明副委員長

藤間弘行副委員長

安藤幸夫委員(中央）

大川日出夫委員(中央）

情瀬闇委員(中央）

笹森典雄委員(中央）

田中剛二委員(中央）

金澤鉄男委員

丹野三男委員

小関忠尚委員

寺田由紀夫委員

字津典彦委員

松岡研委員

三木徹委員

河野稔）

大阪赤十字病院

東京警察病院

藤間病院

聖路加国際病院

曰本鋼管病院

三井記念病院

牧田総合病院

南台病院

青森県立中央病院

ｲ山台市立病院

京都第二赤十字病院

大阪赤十字病院

国立久留米病院

ＰＬ病院

丸山病院

府
都
県
都
県
都
都
都
県
県
府
府
県
府
県

阪
京
王
京
劇
京
京
京
森
城
都
阪
岡
阪
庫

大
東
埼
東
神
東
東
東
青
宮
京
大
福
大
兵

06-771-5131

03-263-1371

0485-22-0600

03-541-5151

044-333-5591

03-862-9111

03-762-4671

0423-41-7111

0177-26-8302

022-266-7111

075-231-5171

06-771-5131

0942-21-4571

07212-4-3100

078-642-1031

８．社会保険・老人保健委員会（担当副会長若月俊一）

北村行彦委員長優生病院

竹内正也副委員長いわき市立常磐病院

宮地矢ロ男委員宮地病院

小笠原道夫委員河北総合病院

中橋彌光委員西陣病院

山川真委員白鷺病院

寺田一朗委員水原郷病院

鈴木武男委員足利赤十字病院

三上晃委員三井記念病院

兵
福
兵
東
京
大
新
栃
東

庫
島
庫
京
都
阪
潟
木

県
県
県
都
府
府
県
県
都

06-488-1851

0246-43-4175

078-451-1221

03-339-2121

075-461-8800

06-714-1661

02506-2-2780

0284-21-0121

03-866-8432
j哀

(和泉クリニック）

9．医療経済委員会（担当副会長有澤源蔵）

岡本隆一委員長岡本病

士屋章副委員長渕野辺病

院
院

京都府

神奈川県

075-611-1114

0427-54-2222

－２００－



岩井総合病院

岩井総合病院

兵庫歯科大学

河北総合病院

森公認会計士共同事務所

伊藤会計事務所

長陸公認会計事務所
東
東
兵
東
東
愛
東

京
京
庫
京
京
知
京

都
都
県
都
都
県
都

岩井宏方

吉牟田勲

薗部雅一

酒泉春雄

石井孝宜

伊藤寛

長隆

委
委
委
委
委
委
委

員
員
貝
員
貝
員
員

03-658-2111

0599-86-5500

0798-45-6500

03-339-2121

03-230-3808

052-541-0166

03-583-0053

10.国際委員会

牧野永城

紀伊國献三

高橋勝三

熊田正春

竹内正也

’高橋政頑

三宅浩之

波多野誠

関武矩

長澤泰

河北博文

池上直己

(担当副会長

委員長

副委員長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

河野稔）

聖路加国際病院

筑波大学

武蔵野赤十字病院

曰吉病院

いわき市立常磐病院

杏林大学医学部

関東逓信病院

九段坂病院

聖路加国際病院

病院管理研究所

河北総合病院

慶応義塾大学

都
県
都
県
県
都
都
都
都
都
都
都

京
城
京
劇
島
京
京
京
京
京
京
京

東
茨
東
神
福
東
東
東
東
東
東
東

03-541-5151

0298-53-2111

0422-32-3111

044-63-7373

0246-43-4175

0422-47-5511

03-448-6537

03-262-9191

03-541-5151

03-203-5327

03-330-8500

03-353-1211

有澤源蔵）

総合大雄会病院

秋津鴻池病院

蕨市立病院

長浜赤十字病院

土浦脇同病院

総合会津中央病院

西能病院

優生病院

十善会病院

嬉泉病院

一２０１－

11.組織委員会（担当副会長

伊藤研委員長

南溢副委員長

池谷亘委員

財津晃委員

登内真委員

星源之助委員

西能正一郎委員

北村行彦委員

岩永光治委員

須藤祐司委貝

知
良
玉
賀
城
島
山
庫
崎

愛
奈
埼
滋
茨
福
富
兵
長
東

県
県
県
県
県
県
県
県
県
都

0586-72-1211

07456-2-2058

0484-32-2277

07496-3-2111

0298-23-3111

0242-25-1515

0764-41-2481

06-488-1851

0958-21-1214

03-600-9001万Ｉ



12．学術委員会（担当副会長

岡崎通委員長

中山耕作副委員長

」上原哲夫委員

一条勝夫委員

高橋政頑委員

三宅浩之委員

山本修委員

岩渕勉委員

渡邉進相談役

竹本吉夫）

国立津病院

聖隷浜松病院

(元東京逓信病院）

自治医科大学

杏林大学医学部

関東逓信病院

(元都立大塚病院）

国立横須賀病院

(成田赤十字病院）

三重県

静岡県

東京都

栃木県

東京都

東京都

東京都

神奈川県

千葉県

05925-5-3120

0534-74-2222

033苧吉旱9
02854-4-2111

0422-47-5511

03-448-6537

03-941-9321
（自宅）

0468-23-2630

0488摺睾；

13.広報委員会

西能正一郎

岸口繁

井坂重長

須藤祐司

河北博文

浅見信子

天川勉

宇井美代子

木村千枝子

佐々木和男

平和夫

三上晃

三竹年世子

行天良雄

鍜
長
長
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
員
与

一
昌
員
類

Ｉ幽
委
副
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
委
参

く

河野稔）

西能病院

府中病院

小川赤十字病院

嬉泉病院

河北総合病院

社保蒲田総合病院

聖マリアンナ
医科大学東横病院

聖路加国際病院

東京曰立病院

河北総合病院

東京済生会中央病院

三井記念病院

杏林大学医学部付属病院

日本放送協会

県
府
県
都
都
都
県
都
都
都
都
都
都
都

山
阪
玉
京
京
京
割
京
京
京
京
京
京
京

一
邑
大
埼
東
東
東
神
東
東
東
東
東
東
東

0764-41-2481

0725-41-1646

0493-72-2333

03-600-9001

03-330-8500

03-738-8221

044-722-2121

03-541-5151

03-831-2181

03-339-2121

03-451-8211

03-866-8432

(和泉クリニック）

0422-47-5511

O3-465-1111

14.諸規程検討委員会（担当副会長竹本吉夫）

池谷亘委員長蕨市立病院

大道學副委員長大道病院

平野一彌委員港北耳鼻咽喉科病院

埼玉県

大阪府

神奈川県

0484-32-2277

06-961-1110

045-421-8944

－２０２－



井
藤
山
橋

博

正夫

稔

彦太郎

委
委
委
委

井病

温泉

加国際

本病

河
斎
石

員
員
員
員

河
石
聖
㈱

院
院
院
会

東
山
東
東

京
梨
京
京

都
県
都
都

03-951-9116

05526-3-0111

03-541-5151

03-265-0077

和
路
曰

病
病
院

局

15．中小病院委員会（担当副

西能正一郎委員長

牧安孝副委員長

鎌田剛委員

渡辺正光委員

池谷亘委員

柏戸正英委員

青山鍵夫委員

荒尾素次委員

山本泰久委員

梅田政吉委員

遠藤博志委員

星源之助委員

河北博文委員

岡田玲一郎委員

(担当副会長 有澤源蔵）

西能病院

牧病院

函館赤十字病院

渡辺内科胃腸科病院

蕨市立病院

柏戸病院

青山病院

はりま病院

おおもと病院

済生会今治病院

松戸市立病院

総合会津中央病院

河北総合病院

社会医療研究所

富
大
北
福
埼
千
愛
兵
岡
愛
千
福
東
東

山
阪
海
島
玉
葉
知
庫
山
媛
葉
島
京
京

県
府
道
県
県
県
県
県
県
県
県
県
都
都

0764-41-2481

06-953-0120

0138-51-5315

0245-22-9156

0484-32-2277

0472-27-8366

0561-82-1118

0794-23-2123

0862-41-6888

0898-47-2500

0473-63-2171

0242-25-1515

03-330-8500

03-914-5556

〔特別委員会〕

1ｄ病院'情報センター委員会

三宅浩之委員長

青木禧和委員

飯田信吾委員

池田博委員

一条勝夫委員

大道久委員

岡田行雄委員

河北博文委員

関東逓信病院

総合病院南大阪病院

北品川総合病院
健康医学センター

(前慈恵医科大学附属病院）

自治医科大学

日本大学医学部

日本通信協力㈱

河北総合病院

東
大
東
東
栃
東
東
東

京
阪

都
府
都
都
県
都
都
都

03-448-6537

06-685-0221

03-474-1351

0427-34-4898
（自宅）

02854-4-2111

万Ｉ

只
木
京
京
京

03-972-8111

03-86-6331

03-330-8500

－２０３－



里村洋

士井義

委
委

千葉大学附属病院

舞子台病院

員
員

千葉県

兵庫県

0472-22-7171

078-782-0055行

､●

２．国際モダンホスピタルショウ

河野稔担当副会長

登内真墓響鬘
三宅浩之企画委員長

北
士
関

品
浦
東

川総合病院

協同病院

逓信病院

東
茨
東

京
城
京

都
県
都

03-474-0023

0298-23-3111

03-448-6537

3．老人保健施設対策特別委員会

諸橋芳夫委員長

北村行彦委員

竹内正也委員

西能正一郎委員

牧安孝委員

伊藤研委員

南溢委員

国保旭中央病院

優生病院

いわき市立常磐病院

西能病院

牧病院

総合大雄会病院

秋津鴻池病院

千
兵
福
富
大
愛
奈

県
県
県
県
府
県
県

葉
庫
島
山
阪
知
良

94796-3-8111

06-488-1851

0246-43-4175

0764-41-2481

06-953-0120

0586-72-1211

07456-22058

〔他団体との連携委員〕

1．病院診療報酬適正化推進会議

諸橋芳夫代表委員

有澤源蔵委員

竹本吉夫委員

登内真委員

北村行彦委員

牧野永城委員

柏戸正英委員

小笠原道夫委員

三宅浩之委貝

旭中央病院

総合病院

赤十字病院

協同病院

生病院

加国際病院

戸病院

総合病院

逓信病院

国
有
秋
土
優
聖
柏
河
関

保
澤
田
浦

干
大
秋
茨
兵
東
千
東
東

葉
阪
田
城
庫
京
葉
京
京

県
府
県
県
県
都
県
都
都

04796-3-8111

0720-47-2606

0188-34-3361

0298-23-3111

06-488-1851

03-541-5151

0472-27-8366

03-339-2121

路

北

東 03-448-6537

－２０４－



2．四病院団体連絡協議会(代表委員諸橋芳夫）

合
河
有

総

部会

野稔

澤源蔵

委
委

員
員

北品川総合病院

有澤総合病院

東
大

京
阪

都
府

03-474-0023

0720-47-2606

税制委員会

有澤源

小野

石井孝

蔵
肇
宜

委
委
委

員
員
員

有澤総合病院

大口東総合病院

森公認会計士共同事務所

大阪府

神奈川県

東京都

0720-47-2606

045-401-2411

03-230-3808

医療法委員会

池谷亘

大道學

藤掛敏

委
委
委

蕨市立病

大道病

藤掛第一病

員
員
員

院
院
院

埼玉

大阪

岐阜

県
府
県

0484-32-2277

06-961-1110

0582-65-5255

医療経済委員会

岡本隆

北村行

伊藤

委
委
委

員
員
員

本病院

生病院

大雄会病院

岡
優
総

京都

兵庫

愛知

府
県
県

075-611-1114

06-488-1851

0586-72-1211

彦
研

合

－２０５－



会 状況員

昭和62年３月３１日現在

会員数 会員数 会員数

－２０６－

都道府県名 会員数 都道府県名 会員数 都道府県名 会員数

道
森
手
城
田
形
島
城
木
馬
玉
葉
京
川
潟
山

海
奈

北
胄
岩
宮
秋
山
福
茨
栃
群
埼
千
東
神
新
富

５
１
８
２
７
３
４
２
７
５
０
３

５
２
１
２
２
１
３
４
１
３
５
９

５
９

４
０

２
１

１
４

６
２

川
井
梨
野
阜
岡
知
重
賀
都
阪
庫
良
山
取
根

歌

石
福
山
長
岐
静
愛
三
滋
京
大
兵
奈
和
鳥
島

１
２
１
６
７
８
９
１
５
９
０

２
１
３
２
２
６
２
４
２
５
７

１
１

４５１

４
２
３
４

３
７
１
１

山
島
口
島
川
媛
知
岡
賀
崎
本
分
崎
島
縄

児

岡
広
山
徳
香
愛
高
福
佐
長
熊
大
宮
鹿
沖

合計

４
５
９

７
４
２

５
４
９
４
７

１
２
４
７

９
０
０

４
２

１１

５
３

１
１

９

2，１９６

会員種別 昭和61年３月３１日 昭和62年３月３１日 増減

正会員 2，０１４ 2，１９６ ＋１８２

賛助会員Ａ

ﾉﾉ

''

"

Ｂ

Ｃ

Ｄ

1５１

１３７

１

9３

1４７

１４４

０

8８

４
７
１
５

△
△
△

ﾉﾉ 計 382 379 △３

合計 2，３９６ 2，５７５ ＋１７９




